
 

貴志川漁業協同組合 和内共第３号第五種共同漁業権 遊漁規則 新旧対照表 

 
新 旧 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄の統

数又は規模の範囲内においてウ欄の区域内でなければならない。 

 

ア 漁具・漁法 イ 統数又は規模 ウ 区域 

竿・友釣 竿１ 貴志川水域全域（禁漁

区を除く） 

竿・ルアー釣 竿１ 貴志川（貴志川町諸井

堰 か ら 真 国 川 と の 合

流点上流端まで）、真

国川全域（禁漁区を除

く） 

網・巻川 網の全長 5メートル以

下、延統数 200 統とす

る 

貴志川水域全域（禁漁

区を除く） 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲

げる期間内で行わなければならない。 

 

魚  種 期  間 

あ ゆ ５月２０日から１２月３１日までの期間内で組

合が定めて公表する期間内 

２ （略） 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲

げる規模の範囲内でなければならない。 

 

 漁具・漁法  規模 

竿・友釣 竿１ 

竿・ルアー釣 竿１ 

網・巻川 網の全長 5メートル以

下、延統数 200 統とす

る 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲

げる期間内で行わなければならない。 

 

魚  種 期  間 

あ ゆ ６月１日から１２月３１日までの期間内で組合

が定めて公表する期間内 

２ （略） 

 


